
大雪等災害時における訪問事業者等の駐車場臨時的利用における運用の流れ 

 

 

①県内において大雪や洪水などが予測された時 

 

②福井県から訪問事業所あてに運用開始通知を発

送（コンビニ各社には事前に協力依頼を送付） 

③訪問事業者から、各コンビニ店舗へ駐車場利用

の依頼（電話または直接赴いて依頼） 
 

④各コンビニ駐車場から、訪問サービスを実施 

訪問事業者が店舗駐車場を利用 

・利用時間は概ね１時間 

（利用前後に店舗に声掛け） 

・店舗入り口からできるだけ 

遠くに駐車する。 


